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社会福祉法人翼会 役員等報酬規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人翼会（以下「当法人」という。）定款第９条及び第 23

条の規定に基づき、理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員及び第三者委員（以下「役

員等」という。）の報酬及び旅費（以下「報酬等」という。）について定める。 

 

（報酬等の支給） 

第２条 １役員等に対し、別表１の業務に応じた報酬等を支給する。 

 

（職員を兼務する理事の報酬等） 

第３条 当法人の職員を兼務し、職員給与を支給する理事及び評議員選任・解任委員に  

ついては、本規程に基づく報酬等を支給しない。 

 

（報酬等の支給日及び支給方法） 

第４条 役員等に対する報酬等は、報酬等の対象となる業務に出席及び出張した翌月の 

15 日（金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日）に口座振込により支給

する。 

 

（公表） 

第５条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める報酬

額等の支給基準として公表する。 

 

（改廃） 

第６条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

（補則） 

第７条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める

こととする。 

 

 

 

附則 この規程は、令和元年６月２０日より施行する。 
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別表１ 

（１）評議員 

業務 報酬の額 旅費（交通費及び宿泊費） 

評議員会への出席 日額１０，０００円 実費（自家用車を利用した出張は、移

動距離が 2km以上の場合、移動距離 1km

（1km未満は 1kmに切り上げ）に 20円

を乗じた額）を支給する 

上記の他、法人及び施設の

業務のための出張 
日額１０，０００円 

（２）理事 

業務 報酬の額 旅費（交通費及び宿泊費） 

理事会、評議員会への出席 日額１０，０００円 実費（自家用車を利用した出張は、移

動距離が 2km以上の場合、移動距離 1km

（1km未満は 1kmに切り上げ）に 20円

を乗じた額）を支給する 

上記の他、法人及び施設 

業務のための出勤・出張 
日額１０，０００円 

（３）監事 

業務 報酬の額 旅費（交通費及び宿泊費） 

理事会、評議員会への出席 日額１０，０００円 
実費（自家用車を利用した出張は、移

動距離が 2km以上の場合、移動距離 1km

（1km未満は 1kmに切り上げ）に 20円

を乗じた額）を支給する 

支給しない 

監事監査 日額１０，０００円 

理事長が指定する研修会等

への参加 
日額１０，０００円 

上記の他、法人及び施設 

業務のための出勤・出張 
日額１０，０００円 

（４）評議員選任・解任委員 

業務 報酬の額 旅費（交通費及び宿泊費） 

評議員選任・解任委員会へ

の出席 
日額１０，０００円 

実費（自家用車を利用した出張は、移

動距離が 2km以上の場合、移動距離 1km

（1km未満は 1kmに切り上げ）に 20円

を乗じた額） 
上記の他、法人及び施設 

業務のための出勤・出張 
日額１０，０００円 

（５）第三者委員 

業務 報酬の額 旅費（交通費及び宿泊費） 

第三者委員会への出席 日額１０，０００円 支給しない 

理事長が指定する研修会等

への参加 
日額１０，０００円 

実費（自家用車を利用した出張は、移

動距離が 2km以上の場合、移動距離 1km

（1km未満は 1kmに切り上げ）に 20円

を乗じた額） 

上記の他、法人及び施設 

業務のための出勤・出張 
日額１０，０００円 支給しない 

 


